
○学校体育施設開放事業の手引きについて（令和７年度～）

■学校体育施設利用の利用手順

【1】活動団体の登録（毎年度）

※規則第2条第2項（学校施設の開放）及び実施細則第5条（利用者登録）

の要件を満たす団体に限り、毎年度、市に団体登録が可能

【2】利用日程の調整･決定

※団体登録後、利用期までに各施設（学校）の運営委員会の日程調整会議

に出席し、利用日程を調整･決定

【3】施設利用

※利用日程決定後、各施設（学校）のルールに従い、施設を利用

【4】実費の納付

※施設利用後、半期（前期･後期）毎に実費徴収要綱第3条（実費額）及び

第4条（実費の免除）の費用を納付

※詳細については、「和歌山市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する実施細則」

及び「和歌山市立学校体育施設開放事業における体育館の実費徴収要綱」をご確認ください。



・１年間を前期と後期の2期に分け、利用開始期までに日程調整会議にて日程を決定

・より多くの団体に使用してもらえるよう、利用団体は譲り合って日程を調整

4月 3月

＜前期＞ ＜後期＞

10月9月

後期分の日程調整会議参加希望者は、後期開始月の
前々月（8/20）までに市に登録申請

前･後期分の日程調整会議参加希望者は、
前期開始月の前々月（2/20）までに市に
登録申請

～8/20
申請

【A年】

～2/20
申請

【A年】

9月中に後期分の日程調整会議を開催（8/20までに
新規登録申請がなく、後期日程が前期日程と同様
となる場合は省略可）。ただし、使用予定表は
10/10までに市に提出

3月中に前期分の日程調整会議を開催。
日程決定後、使用予定表を作成し、
4/10までに市に提出

※2/20（前･後期分）又は8/20（後期分）までに登録申請ができなかった場合は、日程
調整会議に参加できない。ただし、前期にあっては、日程確定後、利用可能日の有無に関わらず、
追加登録申請を可能とし、後期にあっては利用可能日がある場合にのみ追加登録申請を可能とする
が、毎学年１２月２８日をもって登録申請の受付を終了する。各期の日程確定後において、利用可
能日が残っている場合は、追加登録団体も利用可能とする。その場合の日程決定については、運営
委員長との協議により決定する。

～2/20
申請

【B年】

12/28
登録申請終了

■学校体育施設利用の際のルール



■団体登録の流れ（※前期の場合の目安）

団体登録申請（～2月中旬（※最大～2/20頃））各団体・・・・・

市（生涯学習課）・・・ 受付（～2/20頃）

※原則メールにて申請

学校・・・・・・ 受付･回答（2/20頃～2月末)

※意見照会をメール送付（2/20頃～2月末）

市（生涯学習課）・・・ 受付（～2月末)

※意見照会をメール回答（～2月末）

・令和●年度分の登録証を発行
・学校別登録団体リストの作成（2月末）

学校・運営委員会・・・

各団体・・・・・・・

リスト受取（3月上旬）

※団体登録リストをメール送付（3月上旬）

登録証受取（3月上旬～）
※新規団体は郵送、継続団体は
連絡便にて送付（3月上旬）

・新団体は必須
・継続団体は3年に1回



日程調整会議の日程調整（3月上旬）運営委員会・・・・・・

各団体・・・・・・・・・・

会議日程決定

※会議場所､利用可能日等について学校と十分に協議

運営委員会・・・・

確認（3月中）

※会議日程を各団体に連絡

市（生涯学習課）・・・・・

日程調整会議の開催（3月中)

※各団体参加（学校参加は任意）

※学校の許可後、使用
予定表･運営委員会名簿
をメール又は紙ベース
で提出（～4/10)

全校分集計データ化

許可申請書

■日程調整会議の流れ（※前期の場合の目安）

利用日程の決定（●年4～9月分）

併せて新年度の
体制を組成

受取(～4/10）

学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※各学校へメールにて情報共有

受取

各団体・・・
※提出

※許可

※提出
運営委員会

受取

学校・・・・・・・・・・・・・



○団体登録までの流れ

○日程調整会議までの流れ

生涯学習課

学校
運営委員会

団体 登録申請書
（～2月中旬(最大2/20)）

学校受付
（～2/20）

登録証の発行、
学校別登録リスト作成

（～2月末）

登録証受取
（3月上旬）

登録リスト受取
（3月上旬）

意見照会の送付
（～2/20）

申請

新規団体のみ
※継続は3年に1回

生涯学習課

学校

運営委員会

団体

日程調整会議の開催
（3月中）

日程調整会議の日程調整

（学校と会議場所、利用
可能日等を十分に協議）

（3月上旬)
使用予定表・
運営委員会名簿
（～4/10）

＜全体の事務の流れ＞

全校分集計

提出

送付

意見照会の回答
（～2月末）

受付
（～2月末）

※新規は郵送、
継続は連絡便
にて各々送付

日程確認
（3月上旬）

連絡

参加（必須）

学校使用
許可申請書

受付

受取
（～4/10)

情報共有

連絡

保管
申請

決定

許可参加（任意）

登録申請書の受付
(～2月中旬(最大2/20))


